
■保管場所使用権原疎明書面(自認書)について

参考:警視庁 保管場所（車庫）の要件と使用権原書面
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_syousai/youken.html

保管場所使用権原疎明書面

お客様ご本人が所有する土地を自動車の保管場所（駐車場）として使用する場合の書面です。
こちらは駐車場を自己所有している方にご記入いただきます。

※ 自己所有の場合は自認書、賃貸駐車場の場合は保管場所使用承諾証明書
または賃貸借契約書の写しが必要です。

※ 土地や建物を共有している場合は、『自認書』の他に共有者全員の承諾書が必要です
（自認書の余白に記入できる場合は、共有者全員の住所及び氏名の連名でも可能です）。

自己所有 共同所有 借家

自己所有
自認書

(土地に〇,建物に〇)
自認書

(土地に〇,建物に〇)
自認書

(土地に〇)

共同所有
自認書と承諾証明書

(または余白に連名でも可能)
(土地に〇,建物に〇)

自認書と承諾証明書
(または余白に連名でも可能)

(土地に〇,建物に〇)

自認書と承諾証明書
(または余白に連名でも可能)

(土地に〇,建物に〇)

借地 保管場所使用承諾証明書 保管場所使用承諾証明書 保管場所使用承諾証明書

土地

建物
判別表



■保管場所使用権原疎明書面(自認書)について 個人

登録車は証明申請に〇
軽自動車は届出に〇

警察署名
管轄警察署に関しては
担当者にご確認ください。

作成した
日時を記入

該当するものに〇

141-XXXX

品川 西五反田 〇 〇 〇

日産 ○○

03       XXXX  XXXX

OSS申請の時のみ車両特定番号を記入
番号は担当者よりご案内いたします。 こちらの書類は申請方法が

書類代行の場合でも使用可能です。

管轄警察署名を記入
担当者よりご案内
いたします。
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